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年 月 日 火曜日

山
地

島
町

日
確

山 口 県

○
公大柳柳

○
雑県

（定期）報

○
告新救柳河 毎

第 号

島
郡
周
防
大
島
町
大
字
椋
野
字
新

に
沿
接
す
る
堤
地
先
公
有
水
面
で

告

口
県
告
示
第
六
百
二
十
五
号

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

長
か
ら
周
防
大
島
町
の
区
域
内
に

認
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

告規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
五
条
第
一

井
都
市
計
画
臨
港
地
区
の
変
更
に
係

井
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図

報報
の
正
誤
（
平
成
十
三
年
八
月
二
十

目

次

示た
に
生
じ
た
土
地
の
確
認
の
届
出
（

急
病
院
の
認
定
（
医
務
課
）
…
…
…

井
都
市
計
画
道
路
事
業
の
認
可
（
都

川
区
域
の
変
更
に
よ
る
廃
川
敷
地
等

週
火
・
金
曜
日
発
行

山
下
一
七
八
九
の
八
か
ら
一
七

、
次
の
１
の
地
点
と
２
の
地
点

示

第
六
十
七
号
）
第
九
条
の
五
第

新
た
に
次
の
土
地
が
生
じ
た
こ

山
口
県
知

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）
…

る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課

書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）
…

一
日
山
口
県
告
示
第
五
百
四
十
四
号
）

周
防
大
島
町
）
（
市
町
村
課
）
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

（
河
川
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…八

九
の
二
一
ま
で
に
沿
接
す
る

を
結
ん
だ
線
、
２
の
地
点
か
ら

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
周
防
大

と
を
平
成
十
七
年
一
月
二
十
四

事

二

井

関

成

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（火曜日）

５
の
地
点

４
の
地
点
か
ら

６
の
地
点

５
の
地
点
か
ら

九
号
で
し
ゅ
ん
功
認
可
さ
れ
た

ル
）
に
囲
ま
れ
た
区
域
の
公
有

１
の
地
点

椋
野
漁
港
椋
野

二
九
八
秒
東
経
一

六
一
・
五
六
メ
ー

２
の
地
点

１
の
地
点
か
ら

３
の
地
点

２
の
地
点
か
ら

４
の
地
点

３
の
地
点
か
ら

５
の
地
点

４
の
地
点
か
ら

６
の
地
点

５
の
地
点
か
ら

７
の
地
点

６
の
地
点
か
ら

８
の
地
点

７
の
地
点
か
ら

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
椋

七
ま
で
に
沿
接
す
る
道
路
に
沿

順
次
結
ん
だ
線
及
び
１
の
地
点

（

・

・

＋
三
・
三
六
メ
ー

方
メ
ー
ト
ル

１
の
地
点

大
島
郡
周
防
大

四
七
・
六
二
〇
秒

九
秒
一
、
二
二
九

２
の
地
点

１
の
地
点
か
ら

３
の
地
点

２
の
地
点
か
ら

４
の
地
点

３
の
地
点
か
ら

七
四
度
一
二
分
五
一
秒
一
八
・

２
の
地
点
と
３
の
地
点
を
結
ぶ

６
の
地
点
か
ら
一
八
三
度
三
〇

メ
ー
ト
ル
の
円
で
６
の
地
点
と

和
三
十
五
年
十
月
一
日
付
け
指

の
境
界
線
（

・

・

＋
三
・

月
二
十
日
付
け
指
令
港
湾
第
二

九
五
度
四
二
分
三
九
秒
二
二
・
八

三
度
四
五
分
四
一
秒
三
〇
・
八
一

埋
立
地
と
公
有
水
面
と
の
境
界
線

水
面
埋
立
地
二
三
、
八
六
一
・
九

北
防
波
堤
先
端
部
に
設
置
し
た
基

三
二
度
一
三
分
四
五
・
二
四
六
秒

ト
ル
の
地
点

四
度
三
一
分
三
六
秒
五
〇
・
八
三

九
四
度
三
八
分
一
〇
秒
二
・
二
〇

四
度
三
八
分
二
〇
秒
一
二
三
・
八

一
七
〇
度
〇
三
分
五
四
秒
二
・
五

九
四
度
三
五
分
三
一
秒
四
九
・
二

一
二
五
度
一
六
分
四
〇
秒
三
〇
・

二
四
九
度
二
六
分
五
六
秒
一
二
七

野
字
新
山
下
一
七
八
九
の
二
一
か

接
す
る
堤
地
先
公
有
水
面
で
、
次

と

の
地
点
を
結
ぶ
昭
和
三
十
五

ト
ル
）
に
囲
ま
れ
た
区
域
の
公
有

島
町
大
字
東
三
蒲
字
田
尻
の
田
尻

東
経
一
三
二
度
一
二
分
五
四
・
四

・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
三
度
五
四
分
二
四
秒
一
・
八
二

一
二
五
度
二
一
分
一
六
秒
二
三
・

九
〇
度
〇
七
分
五
二
秒
一
八
・
〇

七
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
中
心
と
す

南
西
側
の
円
弧
、
３
の
地
点
か
ら

分
三
一
秒
二
八
・
五
メ
ー
ト
ル
の

７
の
地
点
を
結
ぶ
北
東
側
の
円
弧

令
港
湾
第
七
三
九
号
で
し
ゅ
ん
功

六
〇
メ
ー
ト
ル
）
及
び
１
の
地
点

二
号
の
六
で
し
ゅ
ん
功
認
可
さ
れ

一

二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

（

・

・

＋
三
・
六
〇
メ
ー

九
平
方
メ
ー
ト
ル

準
点
（
北
緯
三
三
度
五
七
分
四
〇

）
か
ら
二
二
八
度
二
九
分
五
六
秒

メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ら
同
大
字
字
天
満
崎
一
八
五
一
の

の
１
の
地
点
か
ら

の
地
点
ま
で

年
十
月
一
日
付
け
指
令
港
湾
第
七

水
面
埋
立
地
五
、
一
三
九
・
六
三

三
等
三
角
点
（
北
緯
三
三
度
五
七

二
五
秒
）
か
ら
一
〇
七
度
四
四
分

メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

る
半
径
一
八
・
七
メ
ー
ト
ル
の
円

６
の
地
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線

地
点
を
中
心
と
す
る
半
径
二
八
・

、
７
の
地
点
と
８
の
地
点
を
結
ぶ

認
可
さ
れ
た
埋
立
地
と
公
有
水
面

と
８
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
六
年

た
埋
立
地
と
公
有
水
面
と
の
境
界

ト・三 一を三 平分一 で、五昭と八線

告

示



平成 年 月 日 火曜日

一二三四

山 口

山
都

計
画

（定期）県 報

山
救

り
、名

独
立

機
構

第 号

７８９
施
行
者
の
名
称

柳
井
市

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

柳
井
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
五

事
業
施
行
期
間

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日
か

事
業
地

柳
井
市
柳
井

口
県
告
示
第
六
百
二
十
七
号

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

道
路
事
業
を
次
の
と
お
り
認
可
し

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

口
県
告
示
第
六
百
二
十
六
号

急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭

次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

称

所

行
政
法
人
国
立
病
院

山
陽
病
院

宇
部
市
大

の
地
点

６
の
地
点
か
ら
一
〇
七

の
地
点

７
の
地
点
か
ら
一
八
四

の
地
点

８
の
地
点
か
ら
九
四
度

の
地
点

９
の
地
点
か
ら
一
八
四

の
地
点

の
地
点
か
ら
二
七
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
八
四

・
十
後
地
和
田
線

ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一

第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項

た
。

山
口
県
知

和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）

定
し
た
。

山
口
県
知

在

地

字
東
岐
波
六
八
五

度
三
三
分
二
四
秒
一
〇
八
・
二

度
四
六
分
二
四
秒
一
五
・
四
五

二
五
分
二
三
秒
〇
・
九
〇
メ
ー

度
二
九
分
四
二
秒
六
四
・
八
四

度
五
四
分
二
四
秒
一
・
三
〇
メ

度
三
六
分
二
〇
秒
八
二
・
六
九

日
ま
で

の
規
定
に
基
づ
き
、
柳
井
都
市

事

二

井

関

成

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

事

二

井

関

成

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期
限

平
成
二
〇
、
一
一
、
二
〇

一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省

日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
二
十

部
商
工
課
、
萩
市
川
上
総
合
事

須
佐
総
合
事
務
所
、
萩
市
旭
総

ま
す
。平

成
十
七
年
十
一
月
二
十

〃

〃

一
五
四

四

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び

土
地

一
九
八
・
六
〇
平

公

（
六
一
五
）
大
規
模
小
売
店
舗

一

河
川
の
名
称

木
屋
川
水
系
木
屋
川

二

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十

三

廃
川
敷
地
等
の
位
置

下
関
市
小
月
京
泊
一
五
四

〃

〃

一
五
五

〃

〃

一
五
五

山
口
県
告
示
第
六
百
二
十
八

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃

四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に

そ
の
関
係
図
面
は
、
山
口
県

に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十

山
口

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

設
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

二
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

務
所
、
萩
市
田
万
川
総
合
事
務
所

合
事
務
所
及
び
萩
市
福
栄
総
合
事

二
日

七
番
二
一

数
量

方
メ
ー
ト
ル

告

立
地
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

月
日

二
日

七
番
二
二

六
番
二
五

六
番
二
六

号
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川

よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

土
木
建
築
部
河
川
課
及
び
下
関
土

二
日

山
口

県
知
事

二

井

関

成

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

類
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十

働
部
商
政
課
並
び
に
萩
市
商
工
観

、
萩
市
む
つ
み
総
合
事
務
所
、
萩

務
所
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供

よ
る
届
出

法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第

木
建
築
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦

県
知
事

二

井

関

成

二

の二光市し 十覧

公

告



平成

八

年 月 日 火曜日

七

山 口 県 （定期）報

名株
四五六

第 号

一二
株

三

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

届
出
年
月
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小

氏

名

又

は

名

称

株
式
会
社
デ
オ
デ
オ

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
九

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の

二
箇
所

駐
車
場
の
収
容
台
数

六
〇
台

駐
輪
場
の
収
容
台
数

四
一
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

一
五
三
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

九
八
立
方
メ
ー
ト
ル

氏

名

又

は

名

称

住

式
会
社
デ
オ
デ
オ

広
島

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る

平
成
十
八
年
七
月
十
一
日

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積

一
、
六
五
三
平
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

デ
オ
デ
オ
萩
店

所
在
地

萩
市
大
字
土
原
五
一

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

名

称

住

式
会
社
デ
オ
デ
オ

広
島

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時

方
法
に
関
す
る
事
項

売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及

開
店
時

午
前
一

と
が
で
き
る
時
間
帯

時
三
十
分
ま
で

数

所

市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
一
番
一

日の
合
計

に
関
す
る
事
項

在
地

九の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表

所

市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
一
番
一

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

間
帯

び
閉
店
時
刻

刻

閉
店
時
刻

〇
時

午
後
九
時

代
表
者
の
氏
名

八
号

友
則

和
寿

者
の
氏
名

代
表
者
の
氏
名

八
号

友
則

和
寿

及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名

柳
井
都
市
計
画
道
路
三
・

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市

（
六
一
七
）
柳
井
都
市
計
画
道

柳
井
市
か
ら
都
市
計
画
法
（

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規

に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名

柳
井
都
市
計
画
臨
港
地
区

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市

平
成
十
七
年
十
一
月
十
日

（
六
一
六
）
柳
井
都
市
計
画
臨

柳
井
市
か
ら
都
市
計
画
法
（

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規

一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し

山
口

称五
・
十
後
地
和
田
線

の
縦
覧
場
所

計
画
課

路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

定
に
よ
る
柳
井
都
市
計
画
道
路
の

付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十

基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次

二
日

定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し

二
日

山
口

称東
港
臨
港
地
区

の
縦
覧
場
所

計
画
課

港
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

定
に
よ
る
柳
井
都
市
計
画
臨
港
地

の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

三

県
知
事

二

井

関

成

縦
覧

二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一

一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す

県
知
事

二

井

関

成

し
の
縦
覧

二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

区
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条

二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す項同 。 す第す



平
成
十

平
成
十

平成 年 月 日 火曜日 山 口 （定期）県 報 第 号

正
平

ペ
七
年
十
一
月
二
十
二
日
印
刷

七
年
十
一
月
二
十
二
日
発
行

五

上

二

平
成
十
二

・

＋
三

雑

誤
成
十
三
年
八
月
二
十
一
日
山
口
県

ー
ジ

段

行

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

年
春
分
の
満
潮
位
（

・

・
一
九
メ
ー
ト
ル
）

平
成・

報

告
示
第
五
百
四
十
四
号
（
公
有

誤

県

庁

定
価
一
箇
月

金

知
事

十
二
年
秋
分
の
満
潮
位
（

・

＋
三
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
）

水
面
の
埋
立
て
の
免
許
）

正

二
千
七
百
円
（
送
料
共
）

四

雑

報


